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消費者ホットライン 188 

警察相談専用電話 ＃9110 

お近くの消費生活センター 

道警によりますと、道内の特殊詐欺の被害額は平成 30 年 10

月では約 3 億円。認知件数は 123 件。封書を使用した架空請求

詐欺など、新たな手口も現れており注意を呼び掛けています。特

殊詐欺（架空請求・オレオレ詐欺など）まだまだ増加しています。

次の被害に合わないためにも、自分は「だまされない」と思い込ま

ず、ハガキ、メール（SMS）などに書かれている電話番号には電話

をしないようにしましょう。不安に思ったら以下の連絡先に相談し

てください。 

電話で親族を名乗り、お金の話をしてきた。金融機関の職員を

名乗り、「キャッシュカードを預かります」と言ってきた。役所の職

員を名乗り、「ATM で保険料が戻ります」と言ってきた。携帯電

話に有料動画の未納料金がありますという、メールが届いた。

そのような話は、サギ かもしれません。現金を支払う前に、口

座に、お金を振り込む前に確認しましょう。 

電話・SMSにも注意しましょう 

 増加する架空請求被害を未然に防止するため、架空請求の手口を紹介した啓発チラシを、消費者庁が作成し 

注意を呼びかけております。そのチラシを活用し広報誌や回覧板に挟むなど、多くの方々へ架空請求に対する 

注意を呼びかけていただきますようお願いいたします。また、このチラシの活用として、北海道警察による啓発活 

動が各警察署で予定されております。ネットワークの設置がある自治体に関しては各警察より、共同でチラシ配 

布の啓発活動を実施する旨の実施要請がありましたら、ご協力をお願いいたします。 

 なお、消費者安全確保地域協議会の未設置自治体においても、啓発チラシのデータは使用可能です。 

 

詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。 

消費者庁「架空請求にご注意ください！」 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/#package 

 

架空請求対策パッケージチラシの活用について 

ハガキの例です 注意しましょう 

  

届いたら注意 



北 海 道 警 察    ♯9110 

１億円儲かった！ 
  株で儲かった！ 

息子等をかたる犯人 

○百万円あげる！   
  口座番号教えて！ 

 入金する前に税務署
職員にお金渡して！ 
お金を受け取るために
は、税金が必要！ 

弁護士をかたる犯人 

「儲けた・・・」から始まるサギ。
道内で類似する不審電話が多
発しています。 

★印刷方法★ 
① フルページのスライドを選択 
② 用紙に合わせて拡大／縮小 にチェック 
③ 高画質 にチェック 
④ カラー選択（白黒印刷する場合でもカラーを選択） 


